
近
世
朝
廷
と
三
井

三
井
文
庫
所
蔵
史
料
か
ら

村

和
　
明

は
じ
め
に

　
本
稿
は
、
筆
者
の
勤
務
す
る
史
料
所
蔵
機
関
で
あ
る
三
井
文
庫
が
所
蔵
す

る
近
世
史
料
の
う
ち
、
近
世
の
天
皇
・
朝
廷
研
究
に
直
接
関
係
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
概
要
を
紹
介
し
、
研
究
の
基
盤
構
築
に
貢
献
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
三
井
文
庫
は
、
近
世
の
三
井
お
よ
び
近
代
の
三
井
財
閥
に
関
連
す
る
史
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

を
収
集
・
保
管
し
、
こ
れ
に
関
連
す
る
研
究
を
行
う
機
関
で
あ
る
。
収
蔵
史

料
は
一
〇
万
点
を
超
え
、
戦
前
に
収
集
さ
れ
た
近
世
の
統
括
機
関
・
各
営
業

　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

店
舗
の
史
料
を
母
体
に
、
三
井
関
連
企
業
史
料
、
三
井
家
各
家
の
史
料
な
ど

の
寄
贈
・
寄
託
を
受
け
て
き
た
。
こ
の
う
ち
に
は
、
近
世
の
天
皇
・
朝
廷
に

関
連
す
る
史
料
も
か
な
り
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
は
そ
れ
ほ
ど

活
発
に
利
用
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
理
由
は
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
が
、
ま
ず
利
用
者
側
で
は
、
商
業
史
研
究

と
近
世
の
天
皇
・
朝
廷
の
研
究
に
従
来
あ
ま
り
接
点
が
な
か
っ
た
こ
と
。
史

料
所
蔵
機
関
側
で
は
、
史
料
目
録
の
刊
行
な
ど
に
よ
り
利
用
環
境
の
整
備
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

つ
と
め
て
は
き
た
も
の
の
、
総
数
が
膨
大
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
検
索
・

利
用
が
あ
ま
り
簡
便
と
は
言
い
難
く
、
ま
た
個
別
の
テ
ー
マ
の
研
究
者
へ
の

発
信
ま
で
な
か
な
か
手
が
廻
ら
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ

ア
つ
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
三
井
文
庫
が
所
蔵
す
る
、
近
世
の
天
皇
・
朝
廷
に
関

す
る
史
料
の
概
要
を
紹
介
し
た
い
。

　
そ
の
た
め
に
ま
ず
、
は
な
は
だ
簡
単
に
で
は
あ
る
が
、
近
世
の
三
井
と
天

皇
・
朝
廷
の
関
わ
り
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
次
に
具
体
的
な
史
料
に
つ
い
て
、

簡
単
な
項
目
を
立
て
て
列
挙
す
る
。
最
後
に
、
実
際
の
史
料
を
用
い
て
若
干

の
事
例
紹
介
を
お
こ
な
う
。

一31一



　
な
お
史
料
の
量
が
膨
大
で
あ
る
た
め
、
あ
る
程
度
の
遺
漏
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
ま
た
、
近
世
朝
廷
と
三
井
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
悉
皆
的
に
把
握
で

き
た
と
は
言
い
難
い
が
、
ご
了
承
い
た
だ
き
た
い
。

一
、
近
世
朝
廷
と
三
井
の
関
係
概
観

　
ま
ず
本
章
で
は
、
三
井
文
庫
に
ど
の
よ
う
な
朝
廷
関
連
史
料
が
存
在
し
う

る
の
か
を
考
え
る
手
が
か
り
と
し
て
、
近
世
の
天
皇
・
朝
廷
が
も
っ
た
三
井

と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

　
ま
ず
、
三
井
に
か
ん
す
る
通
史
で
あ
る
三
井
文
庫
編
集
・
発
行
の
『
三
井

　
　
　
（
5
）

事
業
史
』
を
み
る
と
、
近
世
の
天
皇
・
朝
廷
関
係
に
つ
い
て
は
、
特
に
立
項

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

は
さ
れ
て
い
な
い
。
江
戸
幕
府
御
用
と
か
か
わ
ら
せ
て
、
関
連
箇
所
ご
と
に

若
干
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
特
記
す
べ
き
指
摘
と
し
て
は
、
禁
裏
御
作

事
御
普
請
入
用
銀
の
請
払
御
用
の
存
在
が
、
新
政
府
御
用
引
受
け
の
前
提
で

あ
っ
た
と
の
指
摘
（
同
本
文
篇
一
、
四
八
三
頁
）
、
お
よ
び
天
保
期
に
朝
廷
関

連
御
用
が
増
加
し
た
と
の
指
摘
（
同
五
八
六
～
五
八
八
頁
）
が
な
さ
れ
て
い

る
。　

近
世
の
天
皇
・
朝
廷
と
三
井
の
関
係
を
概
観
す
る
に
は
、
む
し
ろ
三
井
自

身
に
よ
る
整
理
を
み
た
ほ
う
が
簡
便
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
維
新
期
に
作
成

さ
れ
た
自
己
申
告
の
た
め
の
史
料
を
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
ま
ず
史
料
一
と
し
て
、
「
御
所
御
用
勤
仕
履
歴
書
上
控
　
御
所
御
勘
使
所
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

為
替
御
用
及
駕
輿
丁
其
他
」
を
み
る
。
竪
紙
一
点
・
切
紙
三
点
を
ま
と
め
た

史
料
で
、
本
来
別
個
だ
が
似
た
性
格
の
案
文
を
、
後
世
の
整
理
段
階
で
ま
と

め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
付
記
な
ど
は
な
い
が
、
内

容
か
ら
み
て
い
ず
れ
も
維
新
政
府
に
提
出
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
①
～

④
に
分
け
て
示
す
。

【
史
料
一
1
①
】
（
竪
紙
一
紙
）

　
　
　
乍
恐
以
書
付
奉
申
上
候

　
　
御
所
御
勘
使
所
御
両
替
御
用
相
勤
候
二
付
、
諸
役
御
免
除
札
頂
戴
仕
、

　
　
年
頭
・
八
朔
其
外
御
大
礼
之
節
〃
献
上
物
仕
候
二
付
、
往
古
よ
り
苗
字

　
　
名
乗
御
免
被
為
仰
付
、
御
用
奉
相
勤
来
リ
候
儀
二
御
座
候
、
此
段
御
聞

　
　
置
奉
願
上
候
、
以
上

　
　
　
慶
応
四
年
辰
正
月
　
　
新
町
通
六
角
下
ル
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
所
御
取
替
御
用
達

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
井
三
郎
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名
代
白
瀬
清
三
郎

　
①
は
、
三
井
三
郎
助
（
京
両
替
店
）
名
義
。
「
御
所
御
勘
使
所
御
両
替
御
用
」

を
勤
め
る
に
つ
き
、
諸
役
免
除
札
を
交
付
さ
れ
、
ま
た
年
頭
・
八
朔
や
「
大

礼
」
の
際
に
献
上
物
を
行
い
、
苗
字
名
乗
を
許
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

両
替
業
を
営
む
京
都
町
人
と
し
て
の
三
井
と
朝
廷
の
関
係
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
と
い
え
る
。

【
史
料
一
1
②
】
（
切
紙
一
紙
）

　
　
　
享
保
六
丑
年

　
　
御
所
駕
輿
丁
猪
熊
座
役
奉
相
勤
候
二
付
、
右
御
役
二
而
者
三
井
左
衛
門

　
　
与
相
名
乗
申
候
、
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慶
応
三
卯
年

　
　
御
所
於
御
勘
使
所
御
呉
服
物
御
見
競
御
用
御
出
入
被
仰
付
候
、

　
　
　
寛
政
九
巳
年

　
　
是
迄
公
辺
御
勘
定
所
御
用
達
・
伊
豆
国
附
嶋
〃
産
物
会
所
頭
取
相
勤
候

　
　
二
付
、
苗
字
相
名
乗
申
候
、

　
　
　
右
之
通
御
座
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
ヰ
　
へ
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
三
井
八
郎
右
衛
門

　
②
は
、
八
郎
右
衛
門
名
義
（
三
都
本
店
）
。
享
保
六
（
一
七
二
一
）
年
か

ら
「
御
所
駕
輿
丁
猪
熊
座
役
」
を
勤
め
、
「
三
井
左
衛
門
」
と
名
乗
っ
た
こ
と
、

慶
応
三
（
一
八
⊥
ハ
七
）
年
、
御
所
勘
使
所
で
「
御
呉
服
物
御
見
競
御
用
御
出

入
」
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
、
ま
た
勘
定
奉
行
所
用
達
・
伊
豆
国
附
嶋
産
物
会

所
頭
取
を
つ
と
め
て
き
た
こ
と
に
よ
り
、
寛
政
九
（
一
七
九
七
）
年
に
苗
字

帯
刀
を
許
さ
れ
た
こ
と
、
が
記
さ
れ
て
い
る
。
呉
服
業
を
営
む
京
都
町
人
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

し
て
の
三
井
お
よ
び
三
井
全
体
と
朝
廷
・
幕
府
の
関
係
が
述
べ
ら
れ
て
い
る

と
い
え
る
。

【
史
料
一
1
③
】
（
切
紙
一
紙
）

　
　
元
禄
四
年
未
正
月

　
　
　
　
　
　
に
　
　
　
な
　

　
　
　
　
　
三
井
次
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　
（
京
両
替
店
）

　
　
　
　
　
三
井
三
郎
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
三
井
元
之
助

　
　
御
為
替
御
用
達
被
仰
付
候
、

　
　
寛
政
四
年
子
十
一
月

　
　
　
　
　
右
三
人

　
　
右
御
用
出
精
相
勤
候
二
付
、
銘
〃
江
御
扶
持
方
三
人
扶
持
宛
被
下
置
候
、

　
　
往
古
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　

　
　
　
　
　
三
井
三
郎
助

　
　
御
所
御
勘
使
所
御
両
替
御
用
相
勤
候
二
付
、
諸
役
御
免
除
札
頂
戴
、
苗

　
　
字
相
名
乗
申
候
、

　
③
は
、
次
郎
右
衛
門
・
三
郎
助
・
元
之
助
（
三
都
両
替
店
）
名
義
。
元
禄

四
（
一
六
九
一
）
年
に
「
御
為
替
御
用
達
」
と
な
り
、
寛
政
四
（
一
七
九
二
）

年
に
は
こ
れ
に
よ
り
各
々
へ
三
人
扶
持
が
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
記

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
三
郎
助
（
京
両
替
店
）
に
つ
い
て
は
、
①
と
同
様
の
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
三
井
の
両
替
店
一
巻
と
幕
府
・
朝
廷
と
の
関
係
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

「
御
為
替
御
用
達
」
は
、
幕
府
勘
定
所
の
御
用
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
前

年
の
元
禄
三
（
一
六
九
〇
）
年
に
は
、
三
井
は
幕
府
の
大
坂
金
蔵
為
替
御
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

を
ひ
き
う
け
、
以
降
こ
れ
を
軸
と
し
て
両
替
店
一
巻
を
発
展
さ
せ
た
が
、
こ

の
御
用
名
前
が
こ
の
三
名
で
あ
る
。
後
段
に
は
、
①
と
同
じ
く
、
御
所
勘
使

所
の
両
替
御
用
に
つ
い
て
記
さ
れ
る
が
、
前
段
の
三
名
の
う
ち
三
郎
助
（
京

両
替
店
）
の
み
の
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、
御
所
の
両
替
御
用
を
請
け
負
っ
た

の
は
京
両
替
店
の
み
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

【
史
料
一
1
④
】
（
切
紙
一
紙
）

　
一
、
勘
定
所
用
達
・
会
所
頭
取
三
井
八
郎
右
衛
門
、
勘
定
奉
行
支
配
ヲ
請
、

　
　
扶
持
方
弐
人
扶
持
と
、
一
ヶ
年
手
当
金
百
弐
拾
両
宛
被
下
置
候
、
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但
、

八
郎
右
衛
門
義
、
近
年
横
浜
其
外
向
〃
御
用
相
勤
二
付
、
文

久
弐
戌
年
九
月
中
三
人
扶
持
被
下
、
都
合
五
人
扶
持
被
下
候
、

　
　
右
之
通
、

　
　
　
慶
応
四
辰
年
六
月
　
　
三
井
八
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名
代
新
三
郎

　
　
　
市
政

　
　
　
　
御
裁
判
所
様

④
は
、
再
び
八
郎
右
衛
門
（
三
都
本
店
、
北
家
高
福
）
名
義
。
勘
定
所
用

達
・
島
方
会
所
頭
取
を
つ
と
め
、
勘
定
奉
行
支
配
を
う
け
、
扶
持
方
二
人
扶

持
・
手
当
金
一
二
〇
両
を
支
給
さ
れ
、
さ
ら
に
文
久
二
（
一
八
六
二
）
年
か

　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

ら
は
横
浜
御
用
な
ど
の
た
め
、
計
五
人
扶
持
を
支
給
さ
れ
て
い
た
、
と
記
さ

れ
て
い
る
。
三
井
の
当
主
と
し
て
の
八
郎
右
衛
門
と
、
幕
府
と
の
関
係
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
作
成
の
経
緯
が
不
明
で
あ
る
が
、
維
新
前
後
に
お
け

る
三
井
の
認
識
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
次
に
、
「
御
一
新
前
御
所
御
勤
方
取
調
草
稿
」
（
追
一
三
一
六
－
二
）
と
い

う
史
料
を
み
る
。
表
紙
に
は
、
「
旧
両
替
店
御
所
勤
方
拍
帳
」
（
こ
れ
に
相
当

し
そ
う
な
史
料
は
現
存
し
な
い
）
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
こ
と
、
山
中
伝
兵
衛

（
西
京
両
替
店
）
・
「
源
直
」
（
不
詳
）
が
取
り
調
べ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

表
紙
裏
に
は
付
箋
が
あ
り
、
「
薩
州
御
陣
営
木
場
直
右
衛
門
」
に
提
出
し
た
「
旧

例
書
」
の
拍
で
あ
る
と
あ
る
。
ま
た
、
「
金
穀
出
納
所
」
廻
し
と
な
っ
た
、
と

も
あ
る
。

　
金
穀
出
納
所
は
、
慶
応
三
（
一
八
六
七
）
年
＝
一
月
設
置
、
明
治
元
（
一

八
⊥
ハ
八
）
年
二
月
廃
止
。
設
置
直
後
に
、
三
郎
助
（
京
両
替
店
）
が
金
穀
出

納
所
御
用
達
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
史
料
の
記
載
内
容
は
明
治
元
（
一
八
⊥
ハ

八
）
年
ま
で
で
、
だ
い
た
い
こ
の
時
期
に
、
京
両
替
店
が
作
成
し
維
新
政
府

に
提
出
し
た
史
料
で
あ
る
と
わ
か
る
。
ま
た
、
こ
れ
の
草
案
が
「
御
所
向
二

係
ル
御
用
勤
筋
献
上
物
調
草
案
」
（
続
六
四
九
二
）
と
し
て
残
っ
て
い
る
。

内
容
は
、
四
つ
の
一
覧
か
ら
成
っ
て
い
る
。

「
控
」
（
献
上
）
　
：
宝
永
五
（
一
七
〇
八
）
～
慶
応
三
（
一
八
⊥
ハ
七
）

「
献
上
物
控
」
　
：
享
保
五
（
一
七
二
〇
）
～
明
治
元
（
一
八
六
八
）

「
御
所
御
凶
事
」
：
安
永
八
（
一
七
七
九
）
～
慶
応
二
（
一
八
⊥
ハ
六
）

「
御
作
事
御
用
」
：
宝
永
四
（
一
七
〇
七
）
～
元
治
二
（
一
八
六
五
）

こ
こ
に
記
載
さ
れ
る
で
き
ご
と
に
つ
い
て
は
、
史
料
が
存
在
し
う
る
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
を
参
考
表
一
に
掲
げ
た
。
基
本
的
に

は
、
史
料
一
1
①
に
述
べ
て
い
る
慶
事
に
お
け
る
祝
儀
お
よ
び
幕
府
が
出

費
す
る
よ
う
な
朝
廷
の
大
行
事
に
お
け
る
請
払
御
用
に
関
す
る
一
覧
で
あ
ろ

う
。
請
払
御
用
は
、
京
都
に
財
政
運
用
機
関
を
も
た
な
い
幕
府
が
御
為
替
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

に
そ
の
取
扱
い
を
命
じ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
や
は
り
幕
府
御
用
を
請
け

負
っ
た
こ
と
で
、
朝
廷
と
関
わ
り
が
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
一
番
古
い
年
代
は
宝
永
四
（
一
七
〇
七
）
年
で
あ
り
、
後
掲
の
史
料
二
…

a
で
い
う
年
代
と
お
お
よ
そ
一
致
し
て
い
る
。

　
こ
れ
の
一
部
で
、
注
目
す
べ
き
箇
所
を
二
箇
所
、
抜
粋
し
て
史
料
二
と
し

て
示
す
。
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【
史
料
ニ
ー
a
】

　
　
　
就
御
尋
以
書
附
奉
申
上
候
事

　
　
私
儀
御
所
御
用
奉
相
勤
候
儀
二
付
此
度
被
為
成
御
尋
、
則
左
二
奉
申
上

　
　
候
、
御
所
御
両
換
御
用
向
代
〃
奉
相
勤
来
リ
、
宝
永
五
年
之
御
用
奉
相

　
　
勤
候
拓
者
御
座
候
、
尤
其
以
前
御
用
奉
相
勤
来
候
得
共
、
確
ト
仕
候
拍

　
　
無
御
座
候
付
、
難
相
分
御
座
候
、
此
段
奉
申
上
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぽ
　

　
　
　
安
永
三
年
午
九
月
　
　
　
　
三
井
三
郎
助

　
　
　
　
土
山
駿
河
守
殿

　
　
　
　
勢
多
大
判
事
殿

　
安
永
三
（
一
七
七
四
）
年
段
階
で
、
京
両
替
店
が
つ
と
め
た
「
御
所
御
両

替
御
用
」
に
関
す
る
最
古
の
記
録
は
宝
永
五
（
一
七
〇
八
）
年
で
あ
り
、
そ

れ
以
前
は
不
明
と
い
う
。
該
当
史
料
は
現
存
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

【
史
料
ニ
ー
b
】

　
一
、
慶
応
三
卯
十
二
月
王
政
復
古
仰
出
候
事
二
付
、
旧
例
書
差
出
候
事

　
一
、
御
所
御
両
替
御
用
奉
相
勤
来
リ
候
二
付
、
諸
役
御
免
除
札
頂
戴
仕
候
、

　
　
　
年
頭
・
八
朔
ニ
ハ
御
所
・
仙
洞
御
所

　
一
、
錫
御
花
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
器
宛
　
　
献
上
仕
来
候
、

一、

N
鯛
　
　
　
　
　
　
　
両
尾

　
　
右
ハ

一、

苟
ｦ
位
　
御
入
内
　
御
降
誕
　
大
嘗
会
　
御
譲
位
　
御
受
禅

　
御
宣
下
　
御
立
坊
御
祝
儀
　
親
王
御
元
服

　
　
右
大
礼
之
節
々
奉
献
上
物
仕
来
候
事
、

親
王

　
慶
応
三
（
一
八
六
七
）
年
一
二
月
王
政
復
古
に
つ
き
、
「
旧
例
書
」
を
差
出

し
た
と
い
う
。
こ
れ
は
こ
の
史
料
か
、
史
料
一
の
類
で
あ
ろ
う
。
「
御
所
御
両

替
御
用
」
に
よ
る
諸
役
免
除
札
、
年
頭
・
八
朔
の
花
生
け
献
上
、
天
皇
家
の

慶
事
に
際
し
て
の
鯛
献
上
、
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
を
整
理
す
る
。
ま
ず
本
店
一
巻
（
三
都
本
店
1
1
八
郎
右
衛
門
）
。

　
・
享
保
六
（
一
七
二
一
）
～
「
御
所
駕
輿
丁
猪
熊
座
役
」
を
勤
め
る

　
・
寛
政
九
（
一
七
九
七
）
　
幕
府
御
用
に
つ
き
苗
字
帯
刀

　
・
慶
応
三
（
一
八
⊥
ハ
七
）
　
御
所
勘
使
所
に
て
「
御
呉
服
物
御
見
競
御
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
出
入
」

　
本
店
一
巻
で
は
、
朝
廷
と
の
関
わ
り
は
乏
し
い
よ
う
で
あ
る
。
北
家
当
主

も
し
く
は
八
郎
右
衛
門
は
駕
輿
丁
を
つ
と
め
る
。

　
続
い
て
両
替
店
一
巻
（
三
郎
助
1
1
京
両
替
店
、
次
郎
右
衛
門
1
1
江
戸
両
替
店
、
元

之
助
1
1
大
坂
両
替
店
）
に
お
い
て
は
、

　
・
元
禄
四
（
一
六
九
一
）
　
三
名
が
幕
府
の
御
為
替
御
用
達

　
　
※
三
郎
助
（
京
両
替
店
）
は
御
所
勘
使
所
両
替
御
用
、
諸
役
免
除
札
。

　
　
　
年
頭
・
八
朔
な
ど
で
献
上
物
に
つ
き
往
古
よ
り
苗
字
名
乗

　
・
宝
永
四
（
一
七
〇
七
）
～
　
御
所
作
事
御
用
に
際
し
入
用
請
払
を
確
認

　
・
宝
永
五
（
一
七
〇
八
）
～
　
天
皇
家
の
慶
事
に
際
し
献
上
を
確
認

　
・
安
永
八
（
一
七
七
九
）
～
　
天
皇
家
の
凶
事
に
際
し
入
用
請
払
を
確
認

　
・
寛
政
四
（
一
七
九
二
）
　
　
御
用
出
精
に
付
、
三
人
へ
三
人
扶
持

の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。

　
な
お
、
寛
延
三
（
一
七
五
〇
）
年
時
点
で
の
両
替
店
の
幕
府
勘
定
所
に
対
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（
1
3
）

す
る
申
告
で
は
、
御
所
の
造
営
・
修
復
の
請
払
御
用
の
ほ
か
、
「
御
即
位
御
譲

位
御
道
具
代
銀
請
払
御
用
」
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
い
ま
み
て
き
た
維
新
期
の

書
上
げ
に
は
み
え
な
い
。
継
続
性
の
無
か
っ
た
も
の
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い

か
、
急
ぎ
の
調
査
で
限
界
が
あ
っ
た
か
不
明
で
あ
る
が
、
表
一
で
全
て
で
な

い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
、
三
井
と
近
世
朝
廷
の
関
わ
り
は
、
主
に
御
所

勘
使
所
の
両
替
御
用
、
作
事
・
行
事
に
伴
う
公
金
請
払
御
用
が
中
心
で
あ
っ

た
が
、
こ
れ
ら
は
朝
廷
と
独
自
の
関
係
を
と
り
結
ん
だ
と
い
う
よ
り
、
幕
府

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

の
御
用
に
付
随
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
参
考
と
し
て
、
京
両
替
店
「
御
所
御
用
留
」
の
寛
政
四
（
一
七
九
二
）
年
・

五
年
分
の
記
事
を
ま
と
め
て
掲
げ
て
お
く
（
参
考
表
二
）
。

二
、
現
存
す
る
近
世
朝
廷
関
連
史
料

　
本
章
で
は
、
現
在
三
井
文
庫
で
所
蔵
・
公
開
し
て
い
る
史
料
で
、
近
世
朝

廷
に
関
わ
り
の
あ
る
史
料
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
、
列
挙
し
て
い

く
。
前
章
で
述
べ
た
も
の
、
特
に
作
事
・
行
事
に
伴
う
公
金
請
払
御
用
に
関

す
る
も
の
が
大
半
で
あ
る
が
、
他
に
も
多
様
な
史
料
が
あ
る
。

　
以
下
、
史
料
名
・
収
録
年
代
・
作
成
者
・
史
料
番
号
の
順
で
示
す
。

・
御
所
勘
使
所
御
用
（
禁
裏
・
仙
洞
）

●
御
所
御
用
留
　
壱
番
　
安
永
二
～
文
化
二

●
御
所
御
用
留
　
弐
番
　
文
化
三
～
天
保
九

京
両
替
店
　
追
五
八
八

京
両
替
店
　
追
五
八
九

●
御
所
御
用
留
　
三
番
　
天
保
一
〇
～
明
治
二
　
京
両
替
店
　
追
五
九
〇

・
そ
の
他
幕
府
・
朝
廷
財
政
関
連

●
京
都
御
証
文
控
　
八
冊
　
天
明
八
～
慶
応
三
　
本
一
五
四
～
一
六
〇
、
別

　
一
七
二
七

●
江
戸
・
大
坂
御
金
蔵
御
請
納
御
証
文
留
　
七
冊
　
天
明
五
～
慶
応
三
（
闘

　
多
し
）
別
一
〇
六
〇
～
別
一
〇
六
五
、
別
一
〇
八
五

●
禁
裏
御
所
御
用
御
預
リ
金
控
（
西
御
公
事
方
宛
）
　
天
保
＝
二
～
嘉
永
三

　
京
十
人
組
・
小
野
・
島
田
　
続
一
八
六
九
ー
一

●
禁
裏
御
所
御
物
成
金
銀
差
引
帳
　
御
為
替
両
組
　
慶
応
三
　
続
一
九
〇
二

・
御
所
造
営
関
連
（
宝
永
度
）

●
禁
裏
賢
聖
障
子
絵
絹
調
進
方
拝
命
二
付
内
借
願
書
式

　
本
一
四
六
七
－
三
八

・
御
所
造
営
関
連
（
延
享
度
）

●
下
御
所
中
宮
御
殿
御
普
請
銀
請
払
留

宝
永
六
　
京
本
店

延
享
三
　
京
両
替
店
　
追
五
八
四

・
御
所
造
営
関
連
（
寛
政
度
）

●
御
造
営
御
用
一
巻
　
天
明
八
～
寛
政
七
　
京
両
替
店
　
追
五
九
一

●
白
川
侯
御
勘
定
奉
行
江
御
申
渡
之
書
附
之
写
（
御
所
御
造
営
）
天
明
八

　
京
本
店
　
本
一
四
五
四
－
二
一
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●
寛
政
二
戌
年
禁
裏
御
所
方
御
造
営
之
節
諸
帳
面
入
　
寛
政
二
　
続
二
四
四

　
九
・
二
四
五
〇

●
天
明
八
年
京
都
大
火
後
普
請
一
件
書
類
　
寛
政
二
　
別
一
九
〇
五
－
八

●
御
造
営
二
付
割
賦
銀
五
畿
内
近
江
丹
波
播
磨
御
料
所
役
高
帳
　
寛
政
年
間

　
欺
　
京
両
替
店
　
別
一
六
三
四

●
禁
裏
御
所
御
造
営
諸
手
伝
其
外
共
代
銀
ノ
内
亥
年
分
割
賦
高
上
納
覚
（
控
）

　
寛
政
三
　
河
州
若
江
郡
鴻
池
新
田
支
配
人
惣
代
和
平
次
　
大
坂
両
替
店

　
続
六
五
八
八
－
二
四

●
禁
裏
御
所
方
其
外
御
普
請
入
用
銀
上
納
手
形
　
寛
政
四
　
真
野
嘉
右
衛
門
・

　
西
尾
新
太
郎
　
京
三
井
組
　
続
一
六
〇
九
－
四

●
禁
裏
御
所
方
其
外
御
普
請
入
用
銀
上
納
手
形
　
寛
政
五
　
真
野
嘉
右
衛
門
、

　
西
尾
新
太
郎
　
京
三
井
組
　
続
一
六
〇
九
－
五

●
禁
裏
御
所
方
御
造
営
御
入
用
銀
諸
払
皆
済
証
文
　
（
御
役
人
中
様
御
奥
印
ア

　
リ
）
寛
政
七
　
京
三
井
組
　
続
一
⊥
ハ
〇
九
ー
八

・
御
所
造
営
関
連
（
安
政
度
）

●
御
造
営
御
用
一
巻
　
安
政
元
～
慶
応
元
　
京
両
替
店
　
追
⊥
ハ
〇
二

●
御
所
御
普
請
掛
り
江
差
出
候
手
形
押
切
帳
　
安
政
二
　
京
両
替
店
　
本
五

　
一
〇
1
二

●
御
所
向
御
造
営
二
付
為
御
用
掛
御
在
京
御
勘
定
御
吟
味
役
立
田
岩
太
郎
様

　
よ
り
江
戸
御
留
守
宅
江
之
御
状
於
彼
地
御
届
方
間
違
一
件
二
付
通
達
井
返

　
書
之
控
　
安
政
二
　
京
両
替
店
　
別
一
六
七
八
－
二

●
禁
裏
御
造
営
二
付
献
金
御
諭
書
井
差
加
金
願
　
安
政
元
　
大
元
方
　
本
一

　
六
九
四
－
七

●
禁
裏
炎
上
御
造
営
二
付
献
金
諭
達
写
　
安
政
元
　
京
本
店
　
本
一
六
九
四
－

　
一
四

●
上
金
井
御
差
加
江
惣
高
年
割
納
控
（
禁
裏
御
造
営
二
付
）
安
政
元
　
京

　
本
店
　
本
一
⊥
ハ
九
四
－
一
五

●
御
用
金
納
済
証
文
（
安
政
元
年
禁
裏
御
造
営
御
入
用
銀
関
係
）
安
政
五

　
京
両
替
店
　
続
六
九
四
－
五

●
禁
裏
御
造
営
二
付
献
納
相
願
候
銀
百
五
拾
貫
目
五
ケ
年
割
合
上
納
相
済
御

　
請
取
書
　
但
三
店
よ
り
献
納
銀
拾
貫
目
御
受
取
書
土
ハ
有
之
也
　
安
政
二

　
京
町
奉
行
所
御
造
営
掛
、
京
三
井
組
　
続
六
四
七
八
ー
一
四

・
御
所
造
営
関
連
（
諸
殿
舎
・
御
殿
・
内
侍
所
ほ
か
）

●
清
涼
殿
常
御
殿
御
普
請
御
用
留
　
安
永
九
　
京
両
替
店
　
本
六
七
三
乙

●
清
涼
殿
常
御
殿
御
普
請
入
用
銀
上
納
手
形
　
宝
暦
二
二
　
加
納
小
十
郎
・

　
塩
津
太
郎
兵
衛
　
京
三
井
組
　
続
一
六
〇
九
－
一

●
准
后
様
御
別
殿
御
普
請
御
用
留
　
明
和
三
～
明
和
五
　
京
両
替
店
　
追
五

　
八
七

●
明
和
五
年
子
二
月
准
后
御
別
殿
御
普
請
御
入
用
五
幾
内
御
蔵
入
御
割
賦
銀

　
井
御
築
地
方
御
入
用
銀
五
幾
内
井
近
江
丹
波
播
磨
五
万
石
已
上
御
大
名
方

　
様
御
割
賦
被
仰
出
候
御
入
用
掛
改
御
用
被
仰
付
御
渡
相
成
候
御
書
付
　
慶

　
応
三
　
京
三
井
組
　
続
六
四
⊥
ハ
五
ー
ゴ
ニ
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●
清
涼
殿
常
御
殿
御
普
請
銀
皆
済
手
形
　
小
堀
数
馬
様
御
奥
印
在
　
天
明
元

　
京
三
井
組
　
続
一
六
〇
九
i
二

●
准
后
御
方
御
普
請
銀
皆
済
手
形
　
小
堀
数
馬
様
御
奥
印
在
　
天
明
元
　
京

　
両
替
店
　
続
一
五
九
六
ー
一
四

●
清
涼
殿
常
御
殿
御
普
請
一
件
御
即
位
新
調
御
道
具
一
件
御
用
留
　
宝
暦
一

　
三
～
明
和
二
　
追
五
八
六

●
御
三
間
御
献
間
御
造
立
御
用
留
　
三
井
三
郎
助
　
寛
政
一
二
～
享
和
元

　
京
両
替
店
　
本
五
三
八
ー
二

●
御
三
間
御
献
之
間
御
造
立
二
付
割
賦
可
相
掛
五
畿
内
御
料
所
役
高
京
都
町

　
中
町
夫
人
足
高
書
付
　
寛
政
一
二
　
京
両
替
店
　
別
一
六
二
二
丁

●
御
学
問
所
御
造
建
御
用
留
　
文
化
二
～
文
化
四
　
京
両
替
店
　
追
五
九
四

●
東
宮
御
殿
御
造
立
御
用
留
　
文
化
六
　
京
両
替
店
　
追
五
九
四

●
内
侍
所
御
修
復
井
御
仮
殿
御
造
立
御
用
留
　
文
化
七
～
慶
応
三
　
京
両
替

　
店
　
追
五
九
五

●
内
侍
所
御
修
復
井
御
仮
殿
御
造
立
二
付
御
割
賦
可
相
掛
五
畿
内
御
料
京
都

　
町
夫
人
足
高
（
文
政
十
三
年
及
嘉
永
四
年
ノ
書
入
ア
リ
）
文
化
七
　
追
五

　
九
六

●
中
宮
御
殿
御
造
立
仙
洞
御
所
御
修
覆
二
付
割
賦
可
相
掛
五
畿
内
近
江
丹
波

　
播
磨
八
ケ
国
御
料
所
役
高
書
付
　
文
化
一
二
　
京
両
替
店
　
別
一
六
〇
二

●
文
化
十
二
年
亥
八
月
中
宮
御
殿
御
造
立
仙
洞
御
所
御
修
復
、
文
化
十
四
年

　
巳
六
月
女
御
御
殿
御
修
復
御
里
御
殿
御
造
立
、
文
政
七
年
甲
申
年
修
学
院

　
御
茶
屋
御
新
造
御
修
復
御
用
留
（
合
一
冊
）
三
井
三
郎
助
　
文
化
一
二
～

　
文
政
八
　
京
両
替
店
　
追
五
九
七

●
中
宮
御
殿
御
造
立
仙
洞
御
所
御
修
覆
御
入
用
銀
皆
済
手
形
（
小
堀
中
務
様

　
御
奥
印
ア
リ
）
文
政
元
　
京
三
井
組
　
続
一
六
〇
九
－
九

●
中
宮
御
殿
御
造
立
仙
洞
御
所
御
修
復
二
付
御
割
賦
銀
皆
納
手
形
　
文
政
元

　
京
両
替
店
　
続
一
九
八
七
ー
三

●
清
涼
殿
常
御
殿
御
普
請
御
用
留
　
弘
化
三
～
嘉
永
二
　
京
両
替
店
　
追
六

　
〇
一

●
金
壱
万
五
千
両
小
堀
様
御
請
取
書
（
禁
裏
御
普
請
御
用
）
慶
応
元
　
小
堀

　
数
馬
　
京
都
御
為
替
三
井
組
　
追
五
七
二
ー
三
〇

・
御
所
凶
事
入
用
請
払

　
安
永
八
（
一
七
七
九
）
年
後
桃
園
院
没
が
初
例
（
事
業
史
五
八
八
頁
）
。

●
御
所
御
凶
事
二
付
泉
涌
寺
般
舟
院
御
入
用
銀
御
代
官
様
方
江
差
出
候
押
切

　
帳
　
三
井
三
郎
助
　
弘
化
三
　
京
両
替
店
本
一
九
四
八

●
御
所
御
凶
事
御
用
留
　
三
井
三
郎
助
　
弘
化
三
～
慶
応
三
　
京
両
替
店

　
追
六
〇
〇

・
即
位
・
譲
位
新
調
御
道
具
代
銀
請
払

●
御
即
位
新
調
御
道
具
代
銀
請
払
御
用
留
　
安
永
九
～
天
明
四
　
京
両
替
店

　
　
続
一
二
九
一

・
呉
服
御
用
関
係
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●
禁
裏
仙
洞
院
御
所
呉
服
方
書
類
　
宝
永
⊥
ハ
　
本
一
四
九
四
ー
三
八
、
三
九

●
五
十
宮
様
一
巻
控
　
寛
延
二
　
京
本
店
　
別
＝
二
四
〇
1
二

●
五
十
宮
様
御
下
向
一
件
書
類
　
寛
延
二
　
京
本
店
　
別
一
九
三
四

●
五
十
宮
御
入
輿
二
付
御
広
鋪
御
用
一
件
　
明
和
四
　
京
本
店
　
別
八
二
一

・
献
上
・
音
信

●
御
所
向
二
係
ル
御
用
勤
筋
献
上
物
調
草
案
　
宝
永
六
～
明
治
二
　
西
京
三

　
井
組
　
続
六
四
九
二

●
禁
裏
様
献
上
物
記
　
宝
暦
一
〇
～
万
延
元
年
　
大
元
方
　
続
一
＝
九

●
丑
春
季
音
物
方
入
用
控
（
禁
裏
所
司
代
其
他
京
都
諸
役
人
等
）
嘉
永
⊥
ハ

　
京
両
替
店
　
続
二
四
八
〇
1
一

●
関
白
両
伝
奏
方
江
暑
寒
御
伺
進
物
井
御
使
者
上
京
一
件
　
慶
応
元
～
三

　
京
両
替
店
　
続
一
八
一
四

・
閑
院
宮
関
係

●
閑
院
御
所
江
源
右
衛
門
高
典
様
始
而
御
立
入
被
遊
候
節
献
進
品
々
書
付

　
（
宝
暦
四
年
）
明
和
六
欺
　
京
本
店
　
本
一
四
六
五
－
四
－
一

●
無
番
状
（
閑
院
宮
御
法
事
関
係
）
明
和
六
歎
　
江
戸
本
店
・
京
本
店
　
本

　
一
四
六
五
－
四
－
二

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

・
駕
輿
丁
（
猪
熊
座
）

●
御
所
御
用
勤
仕
履
歴
書
上
控
　
御
所
御
勘
使
所
御
為
替
御
用
及
駕
輿
丁
其

　
他
（
四
点
）
明
治
元
京
両
替
店
本
－
一
四
八
三
－
一
〇

●
寛
政
六
年
寅
二
月
八
日
皇
后
様
御
入
内
御
用
一
件
　
寛
政
六
　
追
二
＝
二
七

●
御
所
左
近
府
駕
輿
丁
猪
熊
座
役
則
兵
衛
高
祐
様
よ
り
次
郎
右
衛
門
高
福
様

　
江
御
譲
替
一
件
　
天
保
六
　
大
元
方
　
別
一
八
三
九
－
一

　
※
北
家
六
代
高
祐
（
文
化
一
二
ま
で
八
郎
右
衛
門
名
前
）
か
ら
同
八
代
高

　
　
福
へ
。
高
福
は
ほ
ぼ
同
時
期
に
北
家
家
督
八
郎
右
衛
門
襲
名
。
「
文
政

　
　
縫
合
一
件
」
の
終
着
を
象
徴
。

・
連
家
家
原
家
の
御
剣
清
御
用

　
家
原
家
は
三
井
十
一
家
の
一
つ
（
連
家
、
享
保
期
よ
り
）
。
本
阿
弥
家
の
当

主
若
年
の
た
め
補
佐
と
し
て
勤
め
た
も
の
。

●
文
政
⊥
ハ
癸
未
年
八
月
仙
洞
御
所
御
用
　
文
政
七
　
家
原
家
　
追
一
四
六
ニ
ー

　
一●

文
政
十
丁
亥
年
七
月
禁
裏
仙
洞
御
所
御
用
　
文
政
一
〇
　
家
原
家
　
追
一

　
四
六
二
ー
二

・
幕
末
の
御
用
（
大
宮
御
所
関
連
）

●
佐
々
井
半
十
郎
様
御
掛
大
宮
御
所
御
普
請
高
役
金
押
切
帳
　
三
井
組
　
慶

　
応
三
～
明
治
二
　
追
七
八
九

●
大
宮
御
所
御
造
立
二
付
国
役
納
金
請
取
手
形
　
明
治
元
　
西
京
三
井
組

　
別
二
三
四
ニ
ー
七

●
大
宮
御
所
御
立
造
御
入
用
金
両
組
出
金
方
申
渡
（
小
野
善
助
宛
）
慶
応
三
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小
堀
御
金
方
　
京
三
井
組
　
続
六
四
六
五
－
八

●
大
宮
御
所
御
造
営
御
入
用
国
役
残
金
納
方
通
達
　
慶
応
三
　
本
多
美
濃
守

　
家
来
安
井
藤
九
郎
　
京
三
井
組
　
続
六
四
六
五
－
三
九

●
大
宮
御
所
国
役
金
受
取
手
形
上
納
方
督
促
状
　
慶
応
三
　
大
坂
三
井
組
国

　
役
請
取
方
・
京
両
替
店
　
続
六
五
七
四
－
八

●
大
宮
御
所
請
払
御
印
鑑
（
一
新
ノ
際
町
奉
行
所
出
張
御
勘
定
方
扱
通
帳
類

　
其
五
ノ
内
）
　
慶
応
三
　
大
宮
御
所
造
立
掛
・
京
十
人
組
　
追
八
二
ニ
ー

　
三
－
一

●
大
宮
御
所
御
普
請
御
入
用
国
役
取
立
方
被
仰
付
候
被
御
渡
書
　
慶
応
三

　
追
一
二
九
九
1
八

●
大
宮
御
所
国
役
金
立
替
分
十
人
組
請
取
書
　
慶
応
三
　
追
一
二
九
九
－
九

・
幕
末
の
御
用
（
そ
の
他
）

●
御
陵
御
入
用
之
内
金
三
千
両
立
替
調
達
之
節
右
御
奉
行
ヨ
リ
御
褒
書
井
続

　
書
等
添
箱
入
　
元
治
元
～
慶
応
元
　
続
二
一
二
八

●
御
所
御
造
営
御
入
用
金
銀
請
払
御
用
皆
済
小
堀
数
馬
様
御
奥
印
引
替
証
文

　
文
久
三
　
京
三
井
組
　
続
一
六
〇
九
ー
一
三

●
申
渡
（
三
井
組
、
十
人
組
宛
）
（
御
所
御
料
年
貢
金
等
取
扱
方
）
（
写
）
慶

　
応
三
　
京
三
井
組
　
続
六
四
⊥
ハ
五
－
四
〇

●
御
所
御
修
覆
其
外
御
普
請
御
用
書
類
（
旧
幕
之
末
御
用
書
類
）
元
治
元

　
京
三
井
組
　
続
一
五
五
四

●
御
所
御
勘
使
所
上
納
金
証
文
　
慶
応
三
　
京
三
井
組
　
続
六
四
六
五
－
五

　
三

●
御
所
御
築
地
取
広
普
請
御
用
金
銀
請
納
通
（
一
新
ノ
際
町
奉
行
所
出
張
御

　
勘
定
方
扱
通
帳
類
其
五
ノ
内
）
　
慶
応
元
～
明
治
元
　
京
三
井
組
　
追
八

　
二
ニ
ー
四

●
御
所
御
勘
使
所
御
用
留
　
慶
応
三
～
明
治
元
　
北
三
井
家
　
追
一
三
一
四
－

　
一・

情
報
記
録

●
聞
書
　
七
冊
　
寛
延
四
～
明
治
六
（
本
一
四
六
～
一
五
〇
）

　
※
両
替
店
の
収
集
し
た
情
報
の
留
。
内
容
は
多
種
多
様
。
先
ご
ろ
翻
刻
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
刊
行
さ
れ
た
一
番
に
は
、
安
永
期
御
所
役
人
処
罰
一
件
、
御
所
千
度
参

　
　
り
、
寛
政
期
の
朝
廷
倹
約
令
、
蹴
鞠
装
束
関
連
な
ど
あ
り
。

・
そ
の
他

●
女
院
御
所
還
幸
御
行
列
附
　
寛
政
二
　
京
本
店
　
本
一
四
六
五
－
二
一
－

　
三

●
仙
洞
御
所
崩
御
御
触
流
井
拝
見
一
条
控
　
天
保
一
一
　
京
本
店
　
本
一
六

　
〇
一
－
二

●
舞
楽
御
装
束
仕
様
帳
　
延
宝
年
中
寅
上
御
所
御
改
正
　
享
保
十
一
年
丙
午

　
九
月
写
之
　
京
極
氏
　
享
保
一
一
　
本
一
六
三
五

●
内
裏
外
焼
失
員
数
覚
　
（
嘉
永
七
年
四
月
六
日
御
所
御
築
地
内
よ
り
出
火
ノ

　
節
）
安
政
元
　
大
元
方
　
別
九
一
五
－
一
〇
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●
若
宮
様
御
宮
参
ノ
節
於
道
筋
御
用
方
様
御
目
見
二
付
御
伺
書
、
御
用
方
様

　
御
苗
字
之
儀
二
付
御
伺
書
（
宗
湛
様
御
所
持
被
遊
候
由
二
而
天
保
十
亥
四

　
月
高
益
様
よ
り
御
渡
被
遊
候
御
用
方
様
御
苗
字
之
儀
井
百
年
御
連
綿
献
上

　
物
御
伺
書
等
写
ノ
内
）
寛
政
五
　
大
元
方
　
別
一
八
二
〇
1
二

●
御
即
位
御
参
役
堂
上
井
地
下
（
写
）
弘
化
四
　
京
本
店
　
続
＝
二
八
－
一

●
禁
裏
御
所
江
万
石
以
上
よ
り
国
産
貢
献
一
件
　
慶
応
元
　
京
両
替
店
　
続

　
一
八
二
二

●
嵯
峨
御
所
御
祠
堂
金
預
リ
手
形
（
嵯
峨
御
所
御
役
人
中
宛
×
別
証
文
一
通

　
添
）
（
小
川
元
九
郎
様
御
借
財
筋
古
証
文
井
請
取
書
る
い
其
外
書
付
類
入
之

　
内
）
、
天
保
＝
　
　
大
元
方
　
続
二
〇
〇
二
ー
三

●
拝
借
金
返
納
猶
予
願
　
（
御
室
御
所
御
貸
附
役
人
宛
×
二
通
）
（
両
替
町
書

　
付
る
い
ノ
内
）
文
政
八
　
大
元
方
、
続
二
六
四
六
－
一
〇

●
仙
洞
御
所
江
御
移
徒
行
幸
、
中
宮
新
御
殿
江
御
移
徒
行
啓
且
御
幸
始
之
節

　
御
道
筋
取
繕
等
御
入
用
割
賦
可
相
掛
京
都
町
中
町
夫
人
足
高
書
付
　
延
享

　
三
　
京
両
替
店
　
追
五
八
五

●
寛
政
二
年
庚
戌
十
一
月
廿
六
日
仙
洞
御
所
遷
幸
行
列
　
寛
政
二
　
家
原
家

　
追
一
四
三
三
－
四

●
禁
裏
本
御
料
反
別
小
前
帳
（
藤
屋
利
右
衛
門
之
口
南
山
城
木
津
瓶
原
郷
及

　
別
訳
書
帳
ノ
内
）
　
文
政
七
　
山
城
国
相
楽
郡
瓶
原
郷
村
々
　
京
両
替
店

　
追
七
四
三
－
ニ
ー
一

●
金
子
借
用
願
（
親
類
三
文
字
屋
与
兵
衛
御
所
御
造
立
請
負
方
損
失
二
付
）
（
請

　
負
二
関
ス
ル
覚
書
二
通
添
）
文
政
元
　
越
後
屋
孫
兵
衛
等
　
京
本
店
　
続

　
六
五
七
ニ
ー
四
〇

●
三
州
岡
崎
本
多
美
濃
守
様
御
所
司
代
御
在
役
中
加
納
繁
三
郎
殿
よ
り
段
々

　
御
頼
談
二
付
無
拠
御
立
用
金
二
百
両
之
済
方
年
延
二
付
御
頼
之
口
上
書

　
尚
又
年
々
金
拾
両
宛
御
元
入
　
（
覚
一
通
添
）
安
政
⊥
ハ
　
京
両
替
店
　
続

　
一
五
九
一
－
一
五

・
参
考
図
書
中
の
古
記
録

　
三
井
家
編
纂
室
・
三
井
文
庫
が
業
務
上
収
集
し
た
図
書
類
。
近
世
の
記
録

　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

や
版
本
も
含
ま
れ
る
。

●
「
寛
政
元
年
禁
裏
御
造
営
記
」
　
B
九
一
〇
ー
二
五

●
「
御
所
御
領
地
記
」
　
C
二
四
一
－
一
二
三

　
※
享
保
か
。
青
山
幸
知
蔵
本
の
写
。

　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

・
古
地
図
・
絵
図
類

　
三
井
文
庫
は
近
世
の
地
図
類
を
豊
富
に
蔵
す
る
。
京
都
図
の
類
以
外
に
も
、

朝
廷
に
関
連
す
る
も
の
が
あ
る
。

　
●
（
内
裏
図
）
宝
永
六
年
木
版
　
C
六
〇
五
－
一
〇
一

　
●
堂
上
方
御
名
処
之
図
明
和
五
（
安
永
八
写
）
　
C
六
〇
五
－
一
〇
三

　
●
内
裏
御
造
営
朝
儀
之
図
　
C
六
〇
七
－
一
〇

　
●
泉
涌
寺
御
葬
送
儀
御
筋
御
場
所
図
六
鋪
　
C
八
四
〇
1
三
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三
、
事
例
検
討
　
－
公
金
請
払
御
用

　
本
章
で
は
、
両
替
店
一
巻
と
朝
廷
の
関
わ
り
の
主
要
な
も
の
で
あ
る
公
金

請
払
御
用
に
関
す
る
史
料
を
、
数
点
と
り
あ
げ
て
検
討
し
て
み
る
。

【
史
料
三
】

　
　
　
　
請
取
申
弐
朱
判
之
事

　
　
　
金
弐
朱
判
八
両
者
　
　
　
銀
座
極

　
　
右
是
者
、
京
都
御
入
用
取
調
役
人
今
井
団
右
衛
門
御
役
金
弐
拾
五
両
被

　
　
下
候
内
、
三
季
渡
之
割
合
を
以
、
当
子
春
之
分
請
取
、
相
渡
申
所
傍
如

　
　
件
、

　
　
　
寛
政
四
年
子
二
月
　
立
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牛
窪
直
右
衛
門
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
奈
伝
六
郎
　
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
未
罷
登
候
二
付
、
無
印
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
ぽ
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
嶋
平
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
宅
左
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印

　
ナ
　
　
　
　
　

松
平
石
見
守
殿

　
　
　

坂
部
十
郎
右
衛
門
殿

　
　
　
ゑ
　
　
　

春
田
半
十
郎
殿

　
　
　

酒
井
与
左
衛
門
殿

　
　
　
　
ロ
ゑ
ぷ
　
　
　
　

羽
太
織
部
殿

　
　
　

伴
吉
五
郎
殿

　
　
　
　
請
取
申
弐
朱
判
之
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
（
＊
）

　
　
　
金
二
朱
判
六
両
者
　
　
　
　
銀
座
極

　
　
右
是
者
、
御
所
勘
使
買
物
使
兼
市
野
伝
之
進
御
役
金
弐
拾
両
被
下
候
内
、

　
　
三
季
渡
之
割
合
を
以
、
当
子
春
之
分
請
取
、
相
渡
申
所
伍
如
件

　
　
　
寛
政
四
年
子
二
月
　
　
　
　
　
　
　
　
右
同
断
印

　
　
　
　
　
右
同
断
宛

　
「
江
戸
・
大
坂
御
金
蔵
御
請
納
御
証
文
留
」
（
別
一
〇
六
一
）
に
納
め
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

て
い
る
証
文
二
通
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
京
両
替
店
の
記
録
で
あ
り
、
御
為
替
送
金
・
公
金
請
払
の
御
用
を

完
遂
し
た
際
に
、
幕
府
役
人
か
ら
う
け
と
る
請
取
証
（
納
札
）
な
ど
を
控
え

て
お
く
た
め
の
帳
面
で
あ
る
。
「
諸
冥
加
金
銀
御
為
替
方
」
「
大
津
御
米
代
御

為
替
方
」
「
諸
方
付
込
」
の
三
項
目
か
ら
成
り
、
こ
の
証
文
は
「
諸
方
付
込
」

項
に
あ
る
。
「
諸
方
付
込
」
項
は
、
幕
府
役
人
が
大
坂
御
金
蔵
か
ら
役
金
・
経

費
な
ど
を
う
け
と
っ
た
証
文
、
在
京
幕
府
役
人
が
送
金
元
・
送
金
先
の
ど
ち

ら
か
で
あ
る
御
為
替
送
金
に
関
す
る
証
文
を
載
せ
て
い
る
。

　
内
容
は
、
京
都
御
入
用
取
調
役
、
御
所
勘
使
買
物
使
兼
へ
の
役
金
に
つ
き
、

春
分
を
請
け
取
り
支
払
っ
た
旨
の
証
文
で
あ
る
。
差
出
は
二
条
蔵
奉
行
・
「
二

条
御
蔵
立
会
」
の
御
勘
定
（
寛
政
重
修
諸
家
譜
に
よ
る
）
・
大
番
士
（
二
条
在

　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

番
、
蔵
奉
行
仮
役
か
）
で
あ
る
。
宛
所
は
、
大
坂
町
奉
行
・
大
坂
金
奉
行
・

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

大
番
士
（
大
坂
在
番
か
）
で
あ
る
。

　
続
い
て
、
大
坂
両
替
店
の
類
似
の
記
録
を
み
る
。

【
史
料
四
】
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請
取
申
弐
朱
判
之
事

金
弐
朱
判
弐
拾
⊥
ハ
両
三
分
者

　
　
　
内

拾
九
両
弐
分

四
両

三
両
三
分

銀
座
極

右
是
者
、
二
条
御
蔵
手
代
・
見
習
共
九
人
、

相
渡
申
所
伍
如
件
、

　
寛
政
四
年
子
二
月
　
立
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牛
窪
直
右
衛
門
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
奈
伝
六
郎
　
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
未
罷
登
候
二
付
、
無
印
形
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ゑ
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
嶋
平
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
宅
左
近
　
　
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
松
平
石
見
守
殿

　
　
埆
蔀
十
郎
右
衛
門
殿

　
　
　
ナ
　
　
　
　
　

　
　
春
田
半
十
郎
殿

但
手
代
六
人
、
壱
人
二
付
拾
両
宛
之
内
、
三
季

渡
割
合
を
以
、
壱
人
二
付
三
両
壱
分
宛
之
積
、

春
之
分

但
手
代
壱
人
増
、
御
給
金
共
拾
弐
両
之
内
、
三

季
渡
之
割
合
を
以
、
春
之
分

但
見
習
手
代
弐
人
、
壱
人
二
付
五
両
宛
之
内
、

三
季
渡
之
割
合
を
以
、
壱
人
二
付
壱
両
弐
分
弐

朱
宛
之
積
、
春
之
分

　
　
　
　
　
　
　
　
当
子
春
為
御
給
金
請
取
、

（
中
略
）

　
　
　

酒
井
与
左
衛
門
殿

　
ナ
　
セ
ロ
　
ぶ
　
ぽ
　
　

羽
太
織
部
殿

　
　
　

伴
吉
五
郎
殿

　
　
請
取
申
弐
朱
判
之
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
（
＊
）

　
金
二
朱
判
⊥
ハ
両
者
　
　
　
　
銀
座
極

右
是
者
、
御
所
勘
使
買
物
使
兼
市
野
伝
之
進
御
役
金
弐
拾
両
被
下
候
内
、

三
季
渡
之
割
合
を
以
、
当
子
春
之
分
請
取
、
相
渡
申
所
傍
如
件

　
寛
政
四
年
子
二
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
同
断

　
　
　
御
宛
所
同
断

　
「
京
都
御
証
文
留
帳
」
（
本
一
五
四
）
所
載
の
証
文
二
通
。
大
坂
両
替
店
の

記
録
で
あ
る
。
差
出
・
宛
所
は
史
料
三
と
同
じ
。
二
条
御
蔵
手
代
、
御
所
勘

使
買
物
使
兼
へ
の
役
金
に
つ
き
、
春
分
を
受
け
取
り
支
払
っ
た
旨
の
証
文
で

あ
る
。
史
料
三
・
四
の
（
＊
）
は
同
じ
証
文
を
写
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
形
式
上
は
、
幕
府
大
坂
金
蔵
よ
り
二
条
米
蔵
に
送
金
が
あ
り
、
二
条
米
蔵

で
支
払
い
が
な
さ
れ
た
旨
の
証
文
と
な
っ
て
い
る
。
よ
り
多
く
の
帳
簿
が
残

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

る
御
為
替
送
金
手
続
き
を
参
考
に
す
る
と
、
三
井
が
介
在
す
る
実
際
の
手
続

き
は
以
下
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
（
i
）
三
井
大
坂
両
替
店
、
幕
府
大
坂
金
蔵
よ
り
公
金
を
預
か
る
。
大
坂

　
　
　
　
金
蔵
役
人
へ
預
り
手
形
提
出
。

　
（
…
1
1
）
大
坂
両
替
店
よ
り
、
京
両
替
店
へ
連
絡
。

一43一



　
（
…
皿
）
京
両
替
店
、
二
条
米
蔵
へ
現
銀
持
参
。
二
条
米
蔵
に
お
い
て
対
象

　
　
　
者
へ
給
付
。

　
　
　
※
三
井
が
直
接
対
象
者
に
支
払
い
、
二
条
米
蔵
へ
は
対
象
者
の
請
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
　
　
　
証
文
だ
け
を
提
出
す
る
可
能
性
も
あ
る
。

　
（
V
）
京
両
替
店
、
二
条
米
蔵
役
人
よ
り
証
文
を
受
け
取
る
（
引
用
史
料

　
　
　
　
の
原
本
）
。
専
用
の
帳
面
に
写
す
（
史
料
三
）
。

　
（
v
）
京
両
替
店
、
（
の
W
）
の
証
文
を
大
坂
両
替
店
に
送
付
。

　
（
V
）
大
坂
両
替
店
、
（
°
W
）
の
証
文
を
写
す
（
史
料
四
）
。
大
坂
金
蔵
役

　
　
　
　
人
に
提
出
し
、
（
i
）
の
預
り
手
形
回
収
。
御
用
完
遂
。

　
飯
島
千
秋
に
よ
れ
ば
、
二
条
米
蔵
手
代
は
給
金
分
を
大
坂
金
蔵
で
受
取
る

　
　
　
（
2
4
）

と
い
う
が
、
実
際
に
大
坂
ま
で
請
取
に
行
く
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
に

三
井
両
替
店
が
介
在
す
る
こ
と
で
、
京
都
で
支
払
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ほ
と
ん
ど
幕
府
勘
定
機
構
の
一
部
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
で

あ
ろ
う
。

　
次
は
、
厳
密
に
い
え
ば
公
金
請
払
御
用
と
も
御
為
替
送
金
と
も
異
な
る
が
、

似
た
役
割
を
三
井
が
果
た
し
て
い
る
例
で
あ
る
。

【
史
料
五
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ギ
　

　
　
十
一
月
十
一
日

　
　
一
、
御
勘
使
所
よ
り
、
御
用
之
儀
有
之
候
間
、
名
代
可
罷
出
旨
申
来
、

　
　
　
　
ヰ
ロ
　
ニ
　
　
　
　

　
　
　
　
与
市
罷
出
候
処
、
左
之
通

　
　
　
　
、
金
弐
両
三
歩

　
　
　
一

　
　
　
　
　
銀
拾
壱
匁
三
厘

「「

　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぬ
　
　

肥
田
十
郎
兵
衛
様

　
　
　
　
ば
　
が
ぽ
　

平
岩
六
郎
左
衛
門
様

　
　
　中

村
久
左
衛
門
様

　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　

大
木
金
助
様
　
　
江

右
御
同
所
様
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
有
田
播
磨
守
様

御
状
壱
通

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
石
谷
肥
前
守
様
よ
り

同
壱
通

　
　
　
　
　
　

木
村
周
蔵
様
よ
り

　
　
右
金
銀
井
御
状
弐
通
御
渡
、
差
下
候
様
被
仰
付
、
則
与
市
印
形
を
以

　
　
請
取
相
認
、
差
出
置
申
候

（
日
付
脱
）

　
一
、
今
日
江
戸
表
よ
り
右
金
銀
井
御
状
共
請
取
書
差
登
候
二
付
、
与
市

　
　
持
参
、
差
出
候
処
、
下
地
上
ケ
置
候
請
取
書
と
引
替
御
渡
有
之
候
、

　
京
両
替
店
の
「
御
所
御
用
留
壱
」
（
追
五
八
八
）
の
記
事
で
あ
る
。
御
所
勘

使
所
の
御
用
に
関
す
る
日
録
形
式
の
記
録
で
あ
る
。

　
禁
裏
御
所
の
勘
使
所
に
て
、
金
銀
お
よ
び
禁
裏
付
武
家
・
御
所
賄
頭
よ
り
、

幕
府
勘
定
吟
味
役
・
賄
頭
・
台
所
頭
へ
の
書
状
二
通
を
託
さ
れ
る
。
請
取
書

を
提
出
し
て
お
き
、
事
後
に
江
戸
か
ら
請
取
書
が
来
た
後
に
こ
れ
と
引
替
え

に
回
収
し
て
い
る
。
宛
所
の
四
名
は
、
江
戸
勘
定
所
の
役
人
で
あ
ろ
う
と
い

う
他
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
不
詳
で
あ
る
。
金
銀
も
同
じ
送
付
元
・
送
付

先
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
幕
府
役
人
間
の
小
額
送
金
・
書
類
送
付
を
請
け

負
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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お
わ
り
に

　
は
な
は
だ
雑
駁
な
紹
介
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
現
在
主
に
使
用
さ
れ
て

い
る
幕
府
・
朝
廷
の
公
記
録
や
公
家
文
書
と
は
、
相
当
に
性
格
を
異
に
す
る

史
料
が
利
用
で
き
る
こ
と
が
お
分
か
り
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。

　
追
求
可
能
な
論
点
と
し
て
は
、
巨
大
支
出
を
伴
う
行
事
・
工
事
の
財
務
面
・

工
程
・
変
遷
な
ど
具
体
的
諸
相
、
幕
府
・
朝
廷
財
政
の
関
係
と
三
井
の
か
か

わ
り
、
そ
の
日
常
の
業
務
文
書
レ
ベ
ル
の
実
態
、
京
都
町
人
と
朝
廷
の
関
係
、

経
済
上
・
身
分
上
の
関
係
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
る
と
思
わ
れ
る
。

　
活
発
な
利
用
と
、
今
後
の
研
究
の
進
展
に
侯
ち
た
い
。

（
1
）
公
益
財
団
法
人
三
井
文
庫
。
明
治
三
六
（
一
九
〇
三
）
年
に
三
井
本

　
　
館
内
に
設
置
さ
れ
た
三
井
家
編
纂
室
を
淵
源
と
す
る
。
大
正
七
（
一
九

　
　
一
八
）
年
三
井
文
庫
に
改
組
。
昭
和
四
〇
（
一
九
六
五
）
年
財
団
法
人

　
　
化
。
平
成
二
二
（
二
〇
一
〇
）
年
公
益
財
団
法
人
認
定
。

　
　
〒
一
六
四
－
○
○
〇
二
　
東
京
都
中
野
区
上
高
田
五
－
一
⊥
ハ
上

　
　
電
話
〇
三
－
三
三
八
七
－
九
四
三
一
（
代
表
）
。

　
　
窪
な
　
＼
＼
藝
諺
一
房
⊆
一
－
げ
ロ
づ
詳
o
°
o
ユ
づ
＼

（
2
）
近
世
の
三
井
の
店
舗
組
織
は
、
全
営
業
店
舗
お
よ
び
一
族
の
統
括
機

　
　
関
で
あ
る
大
元
方
の
下
に
、
三
都
の
呉
服
店
を
中
心
と
す
る
本
店
一
巻
、

　
　
三
都
の
両
替
店
を
中
心
と
す
る
両
替
店
一
巻
か
ら
な
っ
て
い
た
。
三
井

　
　
文
庫
で
は
、
一
部
近
世
の
火
災
等
で
失
わ
れ
て
い
る
が
、
多
く
の
店
舗

　
　
の
史
料
を
所
蔵
し
て
い
る
。

（
3
）
三
井
家
に
は
、
家
祖
高
利
の
息
男
・
女
婿
ら
に
始
ま
る
十
一
の
家
が

　
　
あ
る
。
時
代
に
よ
り
家
の
呼
称
は
変
化
す
る
が
、
本
稿
で
は
現
行
の
通

　
　
称
に
よ
る
。

（
4
）
　
『
三
井
家
記
録
文
書
目
録
』
全
五
冊
、
一
九
一
二
～
一
九
一
⊥
ハ
。
三

　
　
井
文
庫
所
蔵
史
料
『
主
要
帳
簿
目
録
』
・
『
一
件
書
類
目
録
』
・
『
式
目
類

　
　
目
録
』
既
刊
＝
二
冊
、
店
別
・
主
題
別
、
一
九
九
三
～
。
前
者
は
、
三

　
　
井
家
同
族
会
事
務
局
経
由
で
史
料
を
受
け
入
れ
た
際
の
収
蔵
番
号
順
。

　
　
後
者
は
営
業
店
舗
別
・
テ
ー
マ
別
に
な
っ
て
い
る
。

（
5
）
本
篇
全
五
巻
・
資
料
篇
全
五
巻
、
一
九
七
三
～
二
〇
〇
一
、
各
第
一

　
　
巻
が
近
世
期
を
対
象
と
す
る
。

（
6
）
近
世
の
三
井
の
歴
史
は
、
ふ
つ
う
延
宝
元
（
一
六
七
三
）
年
江
戸
店
・

　
　
京
仕
入
店
開
設
か
ら
説
き
起
こ
さ
れ
る
が
、
は
や
く
も
貞
享
四
（
一
⊥
ハ

　
　
八
七
）
年
に
幕
府
払
方
御
納
戸
呉
服
御
用
を
引
き
受
け
て
い
る
。
ま
た

　
　
元
禄
三
（
一
⊥
ハ
九
〇
）
年
に
は
幕
府
大
坂
金
蔵
銀
為
替
御
用
を
引
受
け
、

　
　
こ
の
御
用
の
た
め
に
翌
年
大
坂
呉
服
店
・
両
替
店
を
設
け
て
い
る
。
そ

　
　
の
後
も
幕
末
に
い
た
る
ま
で
、
多
く
の
幕
府
御
用
を
引
受
け
て
い
っ
た
。

　
　
特
に
幕
府
の
送
金
（
主
と
し
て
大
坂
御
金
蔵
か
ら
江
戸
御
金
蔵
へ
）
の

　
　
御
為
替
御
用
は
、
三
井
の
経
営
上
大
き
な
意
味
を
も
っ
た
。
『
三
井
事

　
　
業
史
』
本
文
篇
一
、
第
一
章
第
四
節
、
第
五
章
第
七
節
。
賀
川
隆
行
『
近

　
　
世
三
井
経
営
史
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
〇
）
第
二
章
第
一

　
　
節
。

（
7
）
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
本
一
四
八
三
－
一
〇
。
以
下
、
三
井
文
庫
所
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蔵
史
料
に
つ
い
て
は
所
蔵
を
略
し
、
史
料
番
号
で
示
す
。

（
8
）
こ
の
駕
籠
丁
役
が
、
北
家
の
歴
代
当
主
が
継
承
す
る
も
の
か
、
三
井

　
　
家
の
実
質
的
な
ト
ッ
プ
が
継
承
す
る
も
の
か
、
八
郎
右
衛
門
を
名
乗
る

　
　
人
物
が
継
承
す
る
も
の
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
、
享
保
六
（
一

　
　
七
二
一
）
年
当
時
の
八
郎
右
衛
門
は
高
房
（
北
家
）
。
個
々
の
家
を
離

　
　
れ
て
三
井
全
体
を
統
括
す
る
「
親
分
」
は
そ
の
父
高
平
（
号
宗
竺
）
で

　
　
あ
っ
た
。

（
9
）
近
世
の
三
井
の
組
織
は
、
全
て
の
家
と
店
舗
を
総
括
す
る
大
元
方
の

　
　
下
に
、
本
店
系
（
呉
服
業
）
と
両
替
店
系
が
お
の
お
の
の
店
舗
を
展
開

　
　
す
る
仕
組
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
を
一
巻
と
い
っ
て
い
る
。

（
1
0
）
参
考
と
し
て
、
三
井
の
江
戸
幕
府
御
用
引
受
け
を
、
ご
く
主
要
な
も

　
　
の
に
限
っ
て
示
し
て
お
く
。
幕
末
は
急
増
す
る
た
め
省
く
。

貞
享
四

元
禄
三

享
保
七

宝
暦
四

天
明
七

文
化
五

文
化
一
〇

（一

Z
八
七
）
年

（一

Z
九
〇
）
年

（一

ｵ
二
二
）
年

（一

ｵ
五
四
）
年

（一

ｵ
八
七
）
年

（一

ｪ
〇
八
）
年

（一

ｪ
＝
二
）
年

安
政
六
　
　
（
一
八
五
九
）

（
1
1
）
幕
末
に
は
、

年

幕
府
御
納
戸
呉
服
御
用

幕
府
大
坂
金
蔵
為
替
御
用

幕
府
二
条
・
大
津
米
蔵
払
米
代
金
為
替
御
用

西
丸
呉
服
御
用

国
役
御
用
　
大
和
・
山
城
（
文
化
五
ま
で
）

蝦
夷
地
為
替
御
用

勘
定
所
御
用
達
（
伊
豆
七
島
島
方
会
所
頭

取
に
よ
る
）

外
国
方
御
金
御
用
達

三
井
は
き
わ
め
て
多
数
の
御
用
を
引
受
け
て
い
る
。

（
1
2
）
賀
川
前
掲
著
、
三
三
頁
。

（
1
3
）
「
例
繰
鑑
」
七
　
続
八
五
五
。
賀
川
前
掲
著
、
三
四
頁
所
引
。

（
1
4
）
こ
れ
を
評
価
す
る
に
際
し
て
は
、
安
永
以
前
の
朝
廷
財
政
の
構
造
・

　
　
機
構
が
問
題
で
あ
る
が
、
詳
し
く
知
ら
れ
て
い
な
い
。

（
1
5
）
京
都
町
人
で
比
較
的
裕
福
な
商
人
・
職
人
が
な
る
と
い
う
。
西
村
慎

　
　
太
郎
『
近
世
朝
廷
社
会
と
地
下
官
人
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
、
第

　
　
二
部
二
立
早
。

（
1
6
）
　
三
井
文
庫
史
料
叢
書
『
大
坂
両
替
店
「
聞
書
」
一
』
吉
川
弘
文
館
、

　
　
二
〇
一
一
。

（
1
7
）
主
要
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
「
三
井
文
庫
所
蔵
参
考
図
書
目
録
抄
」
一
・

　
　
二
（
『
三
井
文
庫
論
叢
』
二
五
・
二
六
　
一
九
九
一
）
に
掲
げ
ら
れ
て

　
　
い
る
。

（
1
8
）
三
井
文
庫
閲
覧
室
配
架
「
三
井
文
庫
地
図
目
録
」
（
非
刊
行
）
参
照
。

（
1
9
）
こ
の
帳
簿
の
基
本
的
な
性
格
に
つ
い
て
は
、
幕
府
の
御
為
替
御
用
に

　
　
お
け
る
送
金
と
諸
帳
簿
類
の
構
成
・
関
係
を
論
じ
た
拙
稿
「
御
為
替
三

　
　
井
組
の
御
用
関
係
帳
簿
類
に
つ
い
て
」
・
「
同
（
二
）
」
（
『
三
井
文
庫
論

　
　
叢
』
四
四
・
四
五
、
二
〇
一
〇
・
二
〇
＝
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
0
）
不
明
。
飯
島
千
秋
に
よ
れ
ば
、
元
禄
一
二
（
一
六
九
九
）
年
ま
で
、

　
　
二
条
在
番
か
ら
二
条
蔵
目
付
が
選
ば
れ
監
察
が
な
さ
れ
た
と
い
う
飯
島

　
　
『
江
戸
幕
府
財
政
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
）
、
二
七
二
頁
。

（
2
1
）
飯
島
千
秋
に
よ
れ
ば
、
大
坂
在
番
か
ら
二
名
が
選
ば
れ
、
大
坂
金
奉

　
　
行
の
仮
役
を
務
め
る
例
と
い
う
。
（
同
右
二
五
三
頁
）
。
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（
2
2
）
　
前
掲
拙
稿
参
照
。

（
2
3
）
　
単
に
大
坂
金
蔵
が
金
銀
を
二
条
御
蔵
に
送
る
だ
け
で
あ
れ
ば
、
三

　
　
井
と
し
て
は
御
為
替
御
用
に
分
類
さ
れ
る
業
務
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
挙

　
　
げ
た
証
文
は
、
御
為
替
御
用
の
も
の
と
異
な
っ
て
い
る
。

（
2
4
）
　
飯
島
前
掲
著
、
二
七
二
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
井
文
庫
研
究
員
）
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参考表1：「御一新前御所御勤方取調草稿」概要

立坊 宝永5（1708）年

遷幸 宝永6（1709）年

即位 宝永7（1710）年

入内 享保元（1716）年

太子誕生 享保5（1720）年

親王宣下 享保5（1720）年

親王宣下祝儀能拝見仰付け 享保5（1720）年

東宮宣下 享保13（1728）年

献上に付お目通り

春宮元服 享保18（1733）年

即位 享保20（1735）年

入内 元文元（1736）年

姫宮誕生 元文2（1737）年

大嘗会 元文3（1738）年

女ニノ宮誕生 元文5（1740）年

若宮誕生 元文6（1741）年

親王宣下 延享3（1746）年

春宮宣下 延享4（1747）年

譲位 延享4（1747）年

受禅 延享4（1747）年

即位 延享4（1747）年

大嘗会 寛永元（1624）年

入内 宝暦5（1755）年

正徳6（1716）年4月　元文元（1736）年9月
?熏ﾏに付、御衣裳料銀大坂御金蔵より受取方仰付け、宝暦5（1755）、

t者所にて褒賞白銀・大儀料銀頂戴

若宮誕生 宝暦8（1758）年

親王宣下 宝暦9（1759）年

即位 宝暦13（1763）年

大嘗会 明和元（1764）年

立坊 明和5（1768）年

春宮元服 明和5（1768）年

譲位
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受禅

仙洞移徒 明和8（1771）年

即位 明和8　（1771）年

大嘗会 明和8（1771）年

入内 安永元（1772）年

入内済に付、御衣裳料銀大坂御金蔵より受取方仰付け先格を以て、

t者所にて褒賞白銀・大儀料銀頂戴

．　　　　安永3　（1774）年　　　　■●

P宮誕生 安永8（1779）年

献上、御廊下にて御雑煮御吸物御土器御酒頂戴

即位 安永9（1780）年

元服 安永10（1781）年

安永10（1781）～天明8（1788）年拍焼失

黄金24枚・小判45両　禁裏へ諸家より献上之官金、天明8（1788）

N京都大火に付、両伝奏預りが例も、火災後につき預り

禁裏御所御木造儀式拝見、左の通り

禁裏　木造始・地曳 寛政元（1789）年

仙洞　同 寛政元（1789）年

大女院　同 寛政元（1789）年

女院　同 寛政元（1789）年

禁裏　上棟 寛政2　（1790）年

仙洞　同 寛政2（1790）年

女院　同 寛政2（1790）年

禁裏　御殿向拝見 寛政2（1790）年

仙洞　同 寛政2（1790）年

女院　同 寛政2　（1790）年

禁裏　遷幸 寛政2　（1790）年

仙洞　同 寛政2（1790）年

女院　同 寛政2（1790）年

内侍所　渡御 寛政2（1790）年

右之度々、拝見仰せ付け

J幸に付献上に付、御祝御吸物御酒下置かる

入内 寛政6（1794）年

仙洞　御賀祝儀 寛政11（1799）年

右献上に付、御土器御肴御酒御勘使所にて下置かる
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太子誕生　　　　　　　　　　　寛政12（1800）年

右献上に付、御雑煮御吸物御土器御酒御廊下にて下置かる

親王宣下 寛政12（1800）年

儲君親王宣下 文化4（1807）年

立坊祝儀 文化6（1809）年

仙洞70歳賀 文化6　（1809）年

右献上に付、奏者所玄関にて御土器御肴御酒下置かる

東宮元服 文化8（1811）年

中宮若宮誕生 文化13（1816）年

譲位・受禅 文化14（1817）年

即位 文化14（1817）年

入内 文化14（1817）年

大嘗会 文化15（1818）年

若宮誕生 文政3（1820）年

右献上に付、奏者所にて御雑煮御吸物御土器御酒下置かる、仙洞御

鰍ﾉて雑煮除き同様

姫宮誕生　　　　　　　　　　文政12（1829）年

右献上に付、女御殿にて前同様下置かる

若宮親王宣下 天保6（1835）年

立坊祝儀 天保11（1840）年

大嘗会 天保14（1843）年

入内 天保14（1843）年

右献上に付、勘使所にて御土器御肴御酒下置かる

姫宮誕生　　　　　　　　　　　嘉永3　（1850）年

右献上に付、奏者所にて御雑煮御酒御土器下置かる

遷幸 安政2（1855）年

姫宮誕生 安政5（1858）年

右献上に付、先例通り御雑煮御酒御吸物下置かる

儲君親王宣下　　　　　　　　　安政7　（1860）年

元治元（1864）年、兵火にて店類焼、御救助として玄米頂戴

”　　　　●　　　　　慶応3　（1867）年

　　　　　　　　　　　　，

N鯛　2尾　　　　　　　　　　享保5（1720）年親王宣下

興津鯛　20尾　　　　　　　　享保13（1728）年春宮宣下
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鯛　2尾ずつ
享保18（1733）年御本殿・

V御殿

鯛　2尾 享保20（1735）年即位

鯛　2尾 元文元（1736）年入内

鮮鯛　2尾 元文2　（1737）年姫宮誕生

生鯛　2尾 元文3　（1738）年大嘗会

元文4（1739）年7月より、献上物ごとに長橋局へ延紙5東進上

生鯛　2尾 元文5　（1740）年女ニノ宮誕生

鮮鯛　2尾 元文6　（1741）年若宮誕生

同　2尾ずつ
延享3　（1746）年親王宣下、

{殿・親王御殿

同　2尾ずつ
延享4　（1747）年春宮宣下、

{殿・春宮殿

同　2尾ずっ
延享4　（1747）年譲位・受禅、

{殿・新御殿

同　2尾 延享4（1747）年即位

同　2尾 寛延元（1748）年大嘗会

同　2尾 宝暦5（1755）年入内

同　2尾 宝暦8　（1758）年若宮誕生

同　2尾ずっ
宝暦9　（1759）年親王宣下、

{殿・新御殿

同　2尾 宝暦13（1763）年即位

鮮鯛　2尾 明和元（1764）年大嘗会

同　2尾 明和5（1768）年立坊

同　2尾 明和5　（1768）年春宮元服

同　2尾ずっ
明和7（1770）年譲位にて仙洞、

�Tにて新御殿

同　2尾 明和8（1771）年即位

同　2尾ずつ 明和8　（1771）年大嘗会

同　2尾
安永元（1772）年入内、仙洞・

{殿
同　2尾ずっ 安永8　（1779）年姫宮誕生

同　2尾ずっ
安永9　（1780）年即位、本殿・

蜩ｴ
同　2尾ずつ 安永10（1781）年元服、両御所
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同　2尾ずっ 寛政2　（1790）年遷幸、両御所

同　2尾ずつ 寛政6（1794）年入内

同　2尾ずつ 寛政11（1799）年仙洞御賀

同　2尾ずつ3箇所 寛政12（1800）年太子誕生

同　2尾ずつ3箇所 寛政12（1800）年親王宣下

同　2尾ずつ3箇所 文化4　（1807）年親王宣下

同　2尾ずつ3箇所 文化6　（1809）年立坊祝儀

同　2尾ずっ 文化6　（1809）年仙洞御賀

同　2尾ずつ3箇所 文化8　（1811）年東宮元服

同　2尾 文化13（1816）年中宮若宮誕生

鮮鯛　2尾ずつ 文化14（1817）年譲位・受禅

同　2尾 文化14（1817）年即位

同　2尾ずつ3箇所 文化14（1817）年入内

同　2尾ずっ 文化15（1818）年大嘗会

同　2尾ずつ3箇所 文政3　（1820）年若宮誕生

同　2尾ずつ3箇所 文政13（1830）年若宮誕生

同　2尾ずつ 天保6　（1835）年親王宣下

同　2尾ずつ3箇所 天保11（1840）年立坊祝儀

同　2尾 天保14（1843）年大嘗会

鮮鯛　2尾ずつ 天保14（1843）年入内

同　2尾ずっ 嘉永3　（1850）年姫宮誕生

同　2尾 安政2（1855）年遷幸

同　2尾ずつ 安政5　（1858）年姫宮誕生

同　2尾ずつ 安政7　（1860）年親王宣下

同　2尾 慶応4（1868）年元服

同　2尾 明治元（1868）年即位

安永8（1779）年

゜　　　　　一≡

@　後桃園院　禁裏

天明3　（1783）年 盛化門院

寛政2（1790）年 青綺門院　大女院

文化10（1813）年 後桜町院　仙洞

文政6（1823）年 新皇嘉門院　女御

天保11（1840）年 光格天皇　仙洞

弘化3（1846）年 仁孝天皇　禁裏
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弘化3（1846）年 新清和院　女院

弘化4（1847）年 新朔平門院　大宮

慶応2（1866）年 孝明天皇　禁裏

右法会の度々、御葬式御法会入用銀、大坂御金蔵より受取方・支払御用

一≡　　：：

宝永4　（1707）年 春宮御殿

宝永5（1708）年 禁裏御所

正徳4（1714）年 女御御殿

正徳6（1716）年 八十宮御殿

延享3（1746）年 仙洞・中宮御所

宝暦13（1763）年 清涼殿・常御殿

明和3（1766）年 准后別殿

明和7（1770）年 仙洞御所

安永9（1780）年 清涼殿・常御殿

天明8（1788）年 禁裏御所

寛政5（1793）年 皇后御殿

寛政12（1800）年 禁裏御三間・御献之間

文化2（1805）年 禁裏学問所

文化6（1809）年 東宮御殿

文化7（1810）年 内侍所

文化12（1815）年 仙洞・中宮御殿

文化14（1817）年 女御御殿・里御殿

文政7（1824）年 修学院茶屋

文政8（1825）年 女御御殿・里御殿

文政13（1830）年 内侍所

弘化3（1846）年 清涼殿・常御殿

嘉永元（1848）年 女御御殿・里御殿

嘉永4（1851）年 内侍所

嘉永7（1854）年 禁裏御所

元治2（1865）年 内侍所仮殿新造・本殿修復

元治2（1865）年 築地丑寅角取広、其外普請

（錫花入れ図説）
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参考表2：京両替店「御所御用留」壱　抜粋

　※「皇后御殿新調御道具代御用留」を含むが、省略した

年 月 日 本　文

寛政4

p子
1 1

両御所年頭献上例の通、三郎助参内、御返青銅拝

ﾌ（仙洞徳日のため2日）、両付武家ほか御役人

綷范迚�閨i両付・賄頭へは三郎助、その他は与

s）

寛政4

p子
1 19

町奉行三枝豊前守より呼出、助七郎出、用人相井

骼沽Yより、上納銀包の件

寛政4

p子
2 13

中嶋永治より、女一宮皇后沙汰に付、出入願いの

潤@※質素の件、中嶋話

寛政4

p子
2 14 中嶋永治へ、皇后御所御用願わぬ旨返答

寛政4

p子
2 15 中嶋永治へ生肴一折

寛政4

p子
2 15

葉室姫新典侍姫宮［寿賀宮］出生に付、恐悦のた

ﾟ三郎助、上勘使所・下勘定所へ出

寛政4

p子
4 27

三郎助高年、来月勤番のため江戸出立に付、願書

侮ｵ郎勘使所へ持参、中嶋栄治へ差出、賄頭保田・

ﾘ村より付武家の許可申渡し（下は上が認可なら

F可の例）

寛政4

p子
4 27

下御所頭部屋へ助七郎願書持参、瓜生誠治へ差出、

繻苡鞄ｯ様許可

寛政4

p子
4 28

上付武家・賄頭・奏者所・勘使所、下付武家・奏

ﾒ所・勘定所・頭部屋、賄頭へ三郎助廻る

寛政4

p子
7 5

賄頭保田定市召し、明6日御出府、暇乞のため助

ｵ郎罷り出る

寛政4

p子
7 5 七夕祝儀素麺一把ずつ例の通り差贈る

寛政4

p子
8 1

八朔献上、三郎助高年在府に付、松野助七郎両御

鰍ﾖ、御差青銅例の通り頂戴、御役人方へ廻る

寛政4

p子
12 25

歳暮祝儀、両御所役人方へ串貝一連ずつ例の通り

ｷ贈る
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寛政5

｡丑
1 1

両御所へ年頭献上、三郎助高年出府に付松野助七

Y勤む、青銅頂戴、御役人方へも例年の通り廻る

寛政5

｡丑
1 18

勘使所より大判売買値段書上げ指示、3枚お払い、

繼烽S5両1歩2朱上納、藤五郎に持たせ遣わす

寛政5

｡丑
3 3

勘使所より大判売買値段書上げ指示、5枚お払い、

繼烽V7両2分上納、藤五郎に持たせ遣わす

寛政5

｡丑
5 10 寿賀宮没、鳴物停止3日、但しご機嫌伺いなし

寛政5

｡丑
5 11 勘使所より呼出、清水口之進より、銀4貫300目

怩謔闖o、大黒常是にて包み立てさせる御用

寛政5

｡丑
5 13

三井三郎助→勘使所、銀4貫300目預手形、庄三

Yより口之進へ。銀子、勘使所→常是大黒作右衛

蜉oうけとる。

寛政5

｡丑
5 12 庄三郎、銀子を常是で包ませ勘使所へ持参、残銀

o・残銀返上、手形引換。

寛政5

｡丑
7 18

勘使所より呼出、御帳改より、後藤封金100両奥

ﾉて開封、切金（切小判）買い取るべき旨仰せ、

｢難の由返答、書き付けるべき旨指示

寛政5

｡丑
7 18 助七郎勘使所へ出、山岡文蔵［御帳役］へ、書面

ﾉし難し、今回限り立替えるべき旨返答

寛政5

｡丑
7 19 助七郎勘使所へ、山岡文蔵［御帳役］より

寛政5

｡丑
7 21

大小判100両、藤五郎に持たせ遣わす、後藤包み

P00両お渡し

寛政5

｡丑
7 6 七夕配り物、例の通り

寛政5

｡丑
7 20

松野助七郎、御所方より御屋鋪方へ、跡役桜井与

s。中嶋永治殿宅へ助七郎罷出、三郎助出府中は

侮ｵ郎が御用勤も、病身のため桜井与市へ変更の

i相談、問題なき旨返答

寛政5

｡丑
7 25

助七郎・与市同道、勘使所へ出、御帳役山岡文蔵
aへ申込、奥へ申上げ聞済、同所奥ノ間にて木村
??m賄頭］・御勘使両人へ目通り。書付あり
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寛政5

｡丑
7 25

同日下御所頭部屋へ出、西川善蔵殿へ、上で認可

ﾌ旨など述べる、奥へ入り聞済の由伝達、奏者所

ﾖの挨拶尋ね、先例なき旨返答

寛政5

｡丑
7 25 済むに付、中嶋永治［御帳役］宅へ両人挨拶

寛政5

｡丑
7 26

済むに付、中嶋永治［御帳役］宅へ両人名前で生

謌齔ﾜ

寛政5

｡丑
8 1

両御所へ年頭献上、三郎助高年出府に付桜井与市

ﾎむ、御返青銅頂戴、御役人方へ廻る

寛政5

｡丑
9 6

勘使所より小判100両払い、値段書・大銀6貫17

謫｡五郎に持たせ遣わす、後藤包のまま金100両

�謔闍Aる

寛政5

｡丑
9 14

葉室姫新典侍若宮［俊宮］出生に付、恐悦、三郎

附ﾝ府断りのため与市、上勘使所・下勘定所へ出

寛政5

｡丑

@　■o

11

宗巴老没、両御所へ触繊（江戸親類、店へ地臓な

ｵ）届け、上御所御帳役山岡文蔵、下御所仕丁頭

g川善兵衛へ

寛政5

｡丑
11

勘使所より呼出、以下差し下すべき旨、与市印形

ﾅ請取差出す

E金2両3歩・銀11匁1厘
E有田播磨守・石谷肥前守［両禁裏付］→肥田十

@郎兵衛・平岩六郎左衛門・中村久左衛門・大木

@金助［勘定所役人？？］へ状1通

E木村周蔵［賄頭］→同1通

寛政5

｡丑 一 一

江戸より金・状請取来る、与市持参、請取書と引

ｫ換え
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